
岡山県青少年教育センター閑谷学校

＊提出〆切：当日
＊提出方法：持参

岡山県青少年教育センター閑谷学校の施設利用に当たり、次の事項を遵守します。

記

□1　当日の参加者の中に、体温が37.5°以上の者がいないことを確認しました。

□2　当日利用者の同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいないことを確認しました。

□3　利用者の中に、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされる国、地域な
　  　どへの渡航又は該当在住者と濃厚接触者がいないことを確認しました。

□4　利用者の全員の連絡先を把握し、いつでも連絡がとれる体制を整えています。

□5　活動に関係のない箇所には触れず、不必要な接触は避けて活動を行います。

□6　利用者は熱中症に注意しながら、極力マスクを着用して活動することを原則とします。

□7　使用中は必ず窓の開放を行い活動します。（プレイホール・各研修室）

□8　利用の際は、本紙裏面「その他注意事項」をよく読み、理解した上で参加します。

□9　利用後、3日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、岡山県青少年教育センター閑谷
　  　学校（☎0869-67-1427）に速やかに報告します。

□10  上記に記載されていることのほか、管理者並びに指導者の指示及び指導には、きちんと従います。

以上の内容を利用団体構成員に説明し、利用者が遵守することに同意します。

令和　　　年　　　月　　　日

団体名

代表者署名

岡山県青少年教育センター閑谷学校施設　使用同意書
（新型コロナウイルス感染拡大のため）
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